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序章 計画策定にあたって  

1．背景及び趣旨  

 

 近年、診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）等の電子化に加え、

特定健康診査（以下「特定健診」という。）も健診データの電子化が実現し、

保険者は健康や医療に関するデータを活用して、被保険者の健康課題の分析

や保健事業の評価等が行えるようになった。  
 

 こうした背景を踏まえ、厚生労働省においては、「保健事業の実施等に関

する指針（平成 16 年厚生労働省告示第 307 号。以下「保健事業実施指針」

という。下表参照。）」の一部を改正し（平成 26 年 3 月 31 日告示）、保

険者は健康・医療情報を活用して PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的

な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（以下「データヘルス計

画」という。）を策定した上で、保健事業の実施及び評価を行うものとした。  
  

 西宮市においては、保健事業実施指針に基づき、データヘルス計画を定め、

生活習慣病対策をはじめとする保健事業の実施及び評価に取り組んでいる。

なお、このデータヘルス計画は、毎年度、事業の評価を行い、改定している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針（抜粋）  
 

第五  保健事業の実施計画（データヘルス計画）の策定、実施及び評価  

一  実施計画の策定  

   実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用し、

保険者、被保険者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受診状況、医療費の

状況等を把握し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別の分析のほか、経年的

な変化、他の保険者との比較等、更に詳細な分析を行うよう努めること。  

   その際、市町村健康増進計画（健康増進法第八条第二項に規定する市町村健康増進計画を

いう。）の策定時に用いた住民の健康に関する各種指標も活用すること。  

   これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき健康

課題等を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。  

   また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、

歯・口腔の健康など、健康日本二十一（第二次）に示された各分野及びその考え方を参考に

すること。その際、身体の健康のみならず、心の健康の維持についても留意すること。  
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2．位置づけ  

 

 データヘルス計画は「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本

21（第 2 次））」に示された基本方針を踏まえるとともに、「都道府県健

康増進計画」及び「市町村健康増進計画」で用いた評価指標を用いるな

ど、それぞれの計画との整合性を図る。  
 

 なお、「特定健診等実施計画」は保健事業の中核をなす特定健診・特定

保健指導の具体的な実施方法を定めるものであることから、データヘルス

計画と一体的に策定することが望ましい。そのため、データヘルス計画と

「第三期  西宮市国民健康保険特定健診等実施計画」を統合し、一体的に

策定する。  

 

3．計画期間  

 

 保健事業実施指針第 5 の 5 において「特定健診等実施計画や健康増進計

画との整合性も踏まえ、複数年とすること」とされていることから、「第

三期特定健診等実施計画」の期間である平成 30 年度から令和 5 年度まで

とする。  
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4．計画の概念図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

第 1 章 西宮市及び西宮市国民健康保険の現状  

1．西宮市の概要  

（１）人口・高齢化率  
 

 西宮市の人口は、令和 4 年 3 月 31 日現在、482,204 人である。人口は

平成 29 年度よりゆるやかな減少傾向にある。生産年齢（15～64 歳）人口

割合は横ばいだが、年少（0～14 歳）人口割合は低下しており、老年（65

歳以上）人口割合は高くなっている。老年人口割合（高齢化率）は 24.5％

で、「超高齢社会」とされる 21.0％を超えている。  
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（２）年齢別人口構成  
 

 国と比較して、西宮市は 50 歳代までの人口の割合が同等もしくは高くな

っており、60 歳代以降については低い状況である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療環境  

 

 西宮市の医療環境について、県・国と比較すると、人口 10 万対病床数は

結核病床以外低くなっており、人口 10 万対施設数は病院以外高くなってい

る。また、特定機能病院である兵庫医科大学病院が市内にあり、高度医療

を提供できる環境が整備されている。  
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西宮市住民基本台帳人口、人口推計  -2022 年（令和 4 年）9 月報 -  
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（４）介護状況  

 

 西宮市の要介護認定率は、8.4％と県・国よりも低いが、1 号認定率は国

より高く、県より低くなっている。  

 要介護者の有病状況は、国に比べて脳疾患を除く疾患で有病率が高い。

また、県に比べて糖尿病、脂質異常症、筋・骨格疾患、精神疾患の有病率

が高い。  

 要介護度別給付費について、1 件当たりの給付費は県・国に比べて低

い。介護度別に県・国と比較すると、要支援では給付費が高く、要介護で

は低い。  

 サービス別給付費については、県・国に比べて、居宅サービスの 1 件当

たり給付費は低い。一方で、施設サービスの 1 件当たり給付費は高く、特

に女性の給付費が高い。千人当たりの事業所数は、居宅サービス、施設サ

ービス共に県・国に比べて低い。  

 

①要介護認定率  

 

 

 

 

②要介護者の有病状況 
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③要介護度別 1 件当たり給付費  

 

 

 

 

 

④サービス別 1 件当たり給付費 

⑤新規介護認定申請者の年齢毎の介護度と原因疾患 

 高齢介護課が平成 30 年 6 月、7 月に新規に介護認定を申請する者の性別

年齢別の介護度とその原因疾患を分析した。申請者全体の中で、要支援 1

の申請割合が 39.5%と高く、申請者の年齢は 85 歳以上の人の割合が高

い。  

 申請者の発生率が、75 歳以降に増加するため、75 歳までに介護予防対

策を始める必要がある。  

 男女で比較すると、男性に比べて女性の申請者数が約 1.6 倍と高い。男

性は要介護 2 以上の認定割合が女性に比べて高く、中でも要介護 5 につい

ては女性に比べて約 2 倍である。  
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高齢介護課  資料  

(%) (%)

新規申請者年齢毎の介護度(全体) （人）

年齢 非該当 要支援１要支援２要介護１要介護２要介護３要介護４要介護５ 合計 割合

40～64歳 0 7 9 6 8 4 3 3 40 4.0%

65～69歳 0 30 18 14 7 3 3 4 79 7.9%

70～74歳 2 44 19 12 8 13 5 4 107 10.7%

75～79歳 17 86 54 24 15 12 9 8 225 22.5%

80～84歳 23 119 46 37 14 10 7 9 265 26.6%

85歳以上 15 108 61 41 21 20 6 10 282 28.3%

合計 57 394 207 134 73 62 33 38 998 100.0%

割合 5.7% 39.5% 20.7% 13.4% 7.3% 6.2% 3.3% 3.8% 100.0%

新規申請者年齢毎の介護度(女性) （人）

非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 割合

40～64歳 0 3 7 3 5 3 2 2 25 4.0%

65～69歳 0 20 6 6 3 1 2 0 38 6.1%

70～74歳 2 29 12 9 2 4 3 0 61 9.9%

75～79歳 12 62 34 13 4 4 4 3 136 22.0%

80～84歳 16 84 30 26 9 5 3 6 179 29.0%

85歳以上 8 62 39 30 17 13 4 6 179 29.0%

合計 38 260 128 87 40 30 18 17 618 100.0%

割合 6.1% 42.1% 20.7% 14.1% 6.5% 4.9% 2.9% 2.8% 100.0%

新規申請者年齢毎の介護度(男性) （人）

非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 割合

40～64歳 0 4 2 3 3 1 1 1 15 3.9%

65～69歳 0 10 12 8 4 2 1 4 41 10.8%

70～74歳 0 15 7 3 6 9 2 4 46 12.1%

75～79歳 5 24 20 11 11 8 5 5 89 23.4%

80～84歳 7 35 16 11 5 5 4 3 86 22.6%

85歳以上 7 46 22 11 4 7 2 4 103 27.1%

合計 19 134 79 47 33 32 15 21 380 100.0%

割合 5.0% 35.3% 20.8% 12.4% 8.7% 8.4% 3.9% 5.5% 100.0%
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新生物＜腫瘍＞
24%

循環器系の疾患
24%

筋骨格系及び結合

組織の疾患
21%

神経系の疾患
17%

精神及び行動の

障害
9%

内分泌、栄養及

び代謝疾患
5%

40～64歳

AD,DLB：0％

その他神経疾患：17％

認知症：7％

その他精神行動障害：2％
筋骨格系及び結合

組織の疾患
21%

損傷、中毒及び

その他の外因の

影響
14%

神経系の疾患
13%

循環器系の疾患
12%

精神及び行動の

障害
12%

新生物＜腫瘍＞
11%

呼吸器系の疾患
5%

腎尿路生殖器系

の疾患
3%

消化器系の疾患
2%

その他
7%

75～79歳

 介護認定の申請に至った原因疾患については、主治医意見書に記載され

た疾患を ICD-10 コードで分類した。  

 内訳は、「筋骨格系及び結合組織の疾患（23％）」が最も高く、次に

「損傷、中毒及びその他の外因の影響（16％）」となっている。  

 年齢別にみると、64 歳までは生活習慣病である「新生物＜腫瘍＞

（24％）」・「循環器系の疾患（24％）」が高い。75 歳以降は「筋骨格

系及び結合組織の疾患」・「損傷、中毒及びその他の外因の影響」の割合

が高くなっていることから、国保加入時（後期高齢者医療制度に加入する

前）から、運動機能の低下予防等の介護に至る原因疾患の対策が必要であ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢毎の介護認定新規申請の原因】  

 

 

 

 

 

【原因疾患】  

筋骨格系及び結合組織の疾患
23%

損傷、中毒及びその他の

外因の影響
16%

循環器系の疾患
15%

新生物＜腫瘍＞
12%

精神及び行動の障害
10%

神経系の疾患
10%

呼吸器系の疾患

4%

腎尿路生殖器系

の疾患
2%

消化器系の疾患
2%

その他
6%

AD,DLB：6％（※）

認知症：7％

その他の精神行動障害：2％
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（５）死亡状況  

 

 死亡状況について、男女の平均寿命・健康寿命共に県・国より長い。日

常生活動作が自立していない期間は、県・国より短く、「日常生活動作が

自立した状態で長生きしている高齢者」が多いと言える。  

 

 

 

 

 

 

 

 標準化死亡比（以下、SMR と示す）は、年齢構成が異なる集団間（例え

ば西宮市と国）の死亡傾向を比較するものとして用いられ、基準値が 100

筋骨格系及び結

合組織の疾患
28%

新生物＜腫瘍＞
18%

損傷、中毒及び

その他の外因の

影響
17%

循環器系の疾患
13%

神経系の疾患
9%

精神及び行動の

障害
6%

呼吸器系の

疾患
5% 消化器系の疾患

2%

その他
2%65～69歳

筋骨格系及び結合

組織の疾患
25%

損傷、中毒及びそ

の他の外因の影響
20%

循環器系の疾患
16%

新生物＜腫瘍＞
9%

精神及び行動の

障害
9%

神経系の疾患
9%

呼吸器系の疾患
4%

腎尿路生殖器系

の疾患
2%

その他
6%

80～84歳

新生物＜腫瘍＞
23%

循環器系の疾患
19%

筋骨格系及び結

合組織の疾患
16%

神経系の疾患
11%

損傷、中毒及びそ

の他の外因の影響
10%

精神及び行動の

障害
6%

呼吸器系の疾患
6%

消化器系の疾患
4%

その他
5%

70～74歳

筋骨格系及び結合

組織の疾患
23%

損傷、中毒及び

その他の外因の

影響
18%

循環器系の疾患
16%

精神及び行動の

障害
11%

新生物＜腫瘍＞
10%

神経系の疾患
8%

内分泌、栄養

及び代謝疾患
3%

呼吸器系の疾患
2%

腎尿路生殖

器系の疾患
2%

その他
7%

85歳以上

高齢介護課  資料  
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H18～22 H23～27 H18～22 H23～27 H18～22 H23～27

96.6-* 94.0-* 95.8-* 92.3-* 98.7 95.9-*

106.1* 101.8 107.3* 100.6 106.0* 103.4

食道がん 129.2* 104.5 136.4* 102 104.4 117.4

胃がん 107.6* 98.9 108 94.9 109.5 106.6

結腸がん 106.5 105.8 105.7 105.9 108 105.8

直腸がん 102.7 116.0* 104.1 112.3 102.6 122.3

肝がん 115.4* 99.4 118.0* 96.1 114 105.8

膵がん 101.9 114.2* 100.6 117.1* 104.3 111

肺がん 104.5 100.5 103.7 95.8 110.9 112.3*

乳がん － － － － 114.5* 91.3

子宮がん － － － － 90.8 90.9

卵巣がん － － － － 100.9 96.7

前立腺が
ん

－ － 92.1 107.2 － －

膀胱がん 106.2 88 101.5 92.2 120 79

87.1 80.5-* 96 90.6 78.1-* 68.9-*

96.0-* 86.1-* 91.4-* 83.4-* 101.1 88.5-*

107.2 100.6 105.9 91.9 110.5 111.7

71.5-* 54.3-* 71.5-* 58.9-* 72.6-* 48.0-*

92.2 59.5-* 114.9 76.6 78.9 48.9-*

75.7-* 84.6-* 75.5-* 89.2-* 76.6-* 80.2-*

98.5 109.3 98.5 103.3 99.9 115.8

98.3 93.2-* 97.8 92.4-* 100.2 94

94.5 96.7 99.9 89.2 81.9 125.4

106.5 97.8 101 97.7 114.8* 98

肝疾患 101.3 85.0-* 101.2 84.6-* 104.9 85.6

104.4 99.7 89.5 88.1 117.9* 110.4

76.5-* 79.8-* 75.8-* 75.2-* 82.3-* 89.7

全死因

総数 男性 女性

脳血管疾患

悪性新生物

糖尿病

心疾患

急性心筋梗塞

その他の虚血性心
疾患

高血圧性疾患

大動脈瘤および解離

肺炎

慢性閉塞性肺疾患

消化器系の疾患

腎不全

自殺

より高い場合は、その集団（西宮市）の死亡状況が基準となる集団（国）

より悪いということを示している。  

 統計学上、信頼性のあるもの（*）でみると、悪性新生物では、男性は膵

がん、女性は肺がん、総計では直腸がん・膵がんが国より高い。その他に

は、男性は心疾患・その他の虚血性心疾患・脳血管疾患・肺炎・肝疾患・

自殺、女性は糖尿病・心疾患・その他の虚血性心疾患・高血圧性疾患・脳

血管疾患が国より低い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新にしのみや健康づくり 21（第 2 次）  

西宮市健康増進計画より  資料  

－＊  全国に比して有意（ 5％水準）に低い。  ＊全国に比して有意（ 5％水準）に高い。  

（＊マークのある数字は、統計学上、一定の水準を満たしており、信頼性があると言えます。）  
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2．西宮市国民健康保険の概要  

（１）被保険者の推移  

 

 被保険者数は、徐々に減少しており、国保加入率も減少している。高齢化

の影響もあり、被保険者に占める 70 歳以上の割合が増加傾向にあったが、

令和 3 年度と令和 2 年度は横ばいである。50 歳代の加入率が増加傾向にあ

り、また、39 歳以下の加入率も増加に転じた。  

 

 

 

 

 

 

22.3% 24.3% 26.5% 28.1% 28.1%

29.8% 27.9% 26.1% 24.8% 24.3%

11.4% 11.8% 12.1% 12.6% 13.1%

12.0% 11.9% 11.6% 11.5% 11.4%

24.5%
24.1%

23.6% 22.9% 23.1%

18.9％
18.2％

17.6％ 17.4％ 17.1％

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H29 H30 R1 R2 R3

39歳以下

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

国保加入率

（人）
（％）
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（２）被保険者の年齢構成  

 令和 3 年度の 40 歳から 74 歳までの被保険者の年齢構成割合は 77.3％で

あり、県平均の 78.1％より低い。  

（３）地区別国保加入率  

 

 国保加入率は、令和 4 年 3 月 31 日現在、17.1％であり、鳴尾と山口地区

の加入率が高く、瓦木と甲東地区の加入率が低い。  

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

西宮市

兵庫県

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

本庁 鳴尾 瓦木 甲東 塩瀬 山口 西宮市

（％）

西宮市  

国民健康保険課資料
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3．西宮市国民健康保険の医療費の状況  

（１）医療費の推移  

 令和 3 年度の総医療費は約 345 億 4,900 万円で、前年度に比べて約 13 億

円の大幅な増加となった。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に伴う受診控えの影響があり、入院外・歯科の 1 人当たり費用額が減

少したため、総医療費も減少した。令和 3 年度は新型コロナウイルス感染

症の患者数増加と特例報酬の引き上げが、医療費増加の要因になっていると

考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

320

330

340

350

360

H29 H30 R1 R2 R3

西宮市国民健康保険 総医療費の年次推移

（億）  
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（２）医療費の３要素  

 医療費の 3 要素とは、「受診率」「1 件当たり日数」「1 日当たり費用額

（診療費）」のことであり、医療費の分析をする際の指標とされている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

H28 H29 H30 R1 R2

1人当たり費用額の年次推移

入院 外来 総数

（円）  

受診率：被保険者が医療機関にかかる度合いを示す。  

    影響要因→受診意識・健康意識・疾病構造・医療機関数・病

床数など  

 

1 件当たり日数：1 か月のうち医療機関に通った、または入院した日

数を示す。  

        影響要因→受診意識・疾病構造・診療行為など  

 

1 日当たり費用額（診療費）：影響要因→診療報酬改定・医療の高度

化・人口の高齢化・疾病構

造など  
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 令和 2 年度の入院医療費は 1 日当たり診療費が県・国よりも高い。高齢

化率が県（29.2％  R4.2.1 時点）・国（28.9％  R3.10.1 時点）よりも低い

ことから、高度医療を提供できる特定機能病院である兵庫医科大学病院が市

内にあること等が要因と考えられる。  

 入院外医療費は、受診率・1 件当たり日数が県・国に比べて高い。県・国

よりも一般診療所の人口 10 万対施設数が多いことから、医療機関数が多

く、受診しやすい環境にあることが要因と考えられる。  

 歯科は、受診率・1 日当たり診療費が県・国に比べて高い。入院外医療費

と同様に、歯科の医療機関数が多いことや保険適応の範囲内で高度な医療を

受けていることが要因と考えられる。  

 総数は、受診率が県・国に比べて高いことから、受診意識や健康意識が高

いこと、医療機関が多数あることが要因と考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（円

）  
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（３）医療費の分析  

①高額レセプトの状況（様式 1-1）  

 令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までのレセプトのうち、医療費が 200 万

円以上の高額レセプトを抽出した。751 件あり、そのうち、420 万円以上が

100 件であった。  

 令和 3 年度の件数は平成 24 年度から約 2 倍増加していた。  

 36.2％は循環器疾患（虚血性心疾患や脳血管疾患など）であり、これらは

予防可能な疾患であるため、高血圧症や脂質異常症などの重症化予防に努め

る必要がある。  

 循環器疾患以外では高額薬であるオプジーボを使用したレセプトが 1

件、ハーボニーが 3 件、マヴィレットが 5 件あった。また、新型コロナウ

イルス感染症が重症化した患者のレセプトは 45 件で、昨年より 5.6 倍の増

加となった。  

 

 

 

 

 

②最大医療資源傷病名による比較 
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 調剤報酬を含む最大医療資源傷病名（医療資源を投入した病名）を比較す

るとがんは県・国よりも高く、精神・糖尿病・高血圧は県・国よりも低い。  

③大・中・細小分類の入院・入院外医療費割合 

 令和 3 年度の全体の医療費（入院+外来）で、一番医療費割合が高いのは

糖尿病で 4.8％、次に関節疾患 3.9％、慢性腎臓病（透析あり）3.6％となっ

ている。肺がんが昨年の 5 位から 4 位、うつ病が 10 位から 9 位、乳がんは

10 位以下であったが、10 位に上昇している。うつ病については、令和 2 年

度に 10 位以下から 10 位に上昇しており、増加傾向が続いている。  

 令和 3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、入院・外来ともに呼

吸器疾患の医療費割合が増加した。新型コロナウイルス感染症とそれによる

ストレスや精神疾患には関連性が指摘されており、うつ病の増加傾向に影響

を与えていると考えられる。新型コロナウイルス感染症の感染状況は医療費

や疾病構造に影響するので、今後も発生動向を注視していく。  

 

 

 



19 

 

 大分類別医療費（％）   

＜入院＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜外来＞  
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 中分類別・細小分類分析（％）   

＜入院＞  

＜外来＞  

 入院+外来（％）   
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④細小 82 分類の医療費分析  

 年齢調整ツール（「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の

ための参考データ・ツール集」国立保健医療科学院生涯健康研究部  横山徹

爾）を用いて、KDB データ（疾病別医療費分析（細小（82）分類））を国

と比較した。  

 ③大・中・細小分類の入院・入院外医療費割合の「中分類・細小分類分析

（％）の細小分類割合（Ｐ .20）」のうち、昨年から割合が増加したものに

ついて男女別に比較した。入院では、膵臓がん・食道がん・肺がん・子宮筋

腫・不整脈・統合失調症・うつ病が増加していた。入院外は、卵巣腫瘍 (悪

性 )・肺がん・関節疾患が増加していた。また、②最大医療資源傷病名によ

る比較からがんの医療費が高いことが判明したので、がんの詳細にいても同

様に比較した。結果は下表であった。標準化比と１人あたり医療費がともに

高い傾向にあるのは、肺がんと不整脈であった。肺がんについては、がん検

診の受診勧奨を実施し、早期発見・早期治療につなげる必要がある。  
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【男性】                     分析対象：40～74 歳  
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【女性】                     分析対象：40～74 歳  
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 がん検診受診率・がん発見率   

 平成 29 年度以降、全てのがん検診の受診率が県・国より低い。乳がん検

診以外の受診率は、国の 2 分の 1 以下であり、受診率向上に向けた取組が

必要である。  

 

 

 

 

 

 特定健診受診者のうち、がん検診を同時に受けた人の割合   

 標準化死亡比（SMR）が有意に高かった直腸がんと医療費が高い肺がんに

について、特定健診と同時に大腸がん検診・肺がん検診を受診している人数

を調べた。同時受診を促すことにより、大腸がん・肺がんの早期発見につな

げることができると考える。  
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⑤生活習慣病の医療費分析 

 細小（82）分類と同様に、KDB データ（疾病別医療費分析（生活習慣

病））を国と比較した。  

 レセプト件数が多く、標準化比が 110 以上の疾患は男女ともに脂質異常

症・がんである。被保険者 1 人あたりの医療費が高い疾患は、がん（男性

102,970 円、女性 70,440 円）である。  

 男性   

 女性   

 生活習慣病の重症化疾患である不整脈・狭心症・脳梗塞・慢性腎臓病（透

析あり）について、④の細小（82）分類の医療費より抜き出して国と比較

した。  
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 不整脈・脳梗塞については、男女共に入院医療費が高い。国と比較すると

女性の方が、標準化比は高いが、レセプト件数は男性の方が多いため、医療

費は男性の方が女性よりも高くなっている。  

 慢性腎臓病（透析あり）については、男女共に医療費は国よりも少ない。

R2 年度は男性の入院医療費が標準化比 117.7 だったので、かなり改善した

といえる。だたし、女性の標準化比が入院・外来ともに R2 年度より高くな

っているため、注意が必要である。引き続き、CKD 予防連携事業を推進し、

慢性腎臓病の予防に努めていく。  

 

⑥人工透析のレセプト分析 

 人工透析患者 1 人当たりの平均医療費は年間約 500 万円と言われてい

る。新規人工透析患者を減らすことが、医療費の抑制につながる。  

 次の表は令和 4 年 6 月審査分の人工透析のレセプトを県と比較した結果

である。人工透析患者の割合は県と同じ 0.3％であるが、女性の割合は県よ

りも 0.1％低い。透析患者のうち、糖尿病の人の割合については、女性が県

よりも 1.7％高いため、県よりも高い結果となった。高血圧症・脂質異常症

も同様で、高血圧症は 5.0％、脂質異常症は 9.0％も高いため、県よりも高
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くなっていた。人工透析患者は、昨年（令和 3 年 6 月審査分）よりも 8 人

増えていた。  
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 令和 4 年 6 月審査分と令和 3 年 6 月審査分の人工透析患者のレセプト

（KDB システム「人工透析患者一覧表  厚生労働省様式 2-2」）を分析し

た。  

 新規患者数は 50 人、レセプトが削除された患者数は 42 人であった。新

規患者については、男女ともに 60 歳代以降に多くなっている。新規患者の

60.0％（30 人）は国保加入後に人工透析を導入し、 40.0％（20 人）は透析

導入後に国保に加入していた。国保加入中に人工透析導入となった患者数

は、平成 30 年度から増加傾向にあったが、令和 3 年度からは減少傾向に転

じ、令和 4 年度は 1 名減少していた。  

 新規患者の疾患については、糖尿病が 30 件（60.0％、うち 2 型糖尿病は

90.0％）、高血圧症は 49 件（98.0％）、高尿酸血症は 6 件（12.0％）、心

疾患は 18 件（36.0％）、脳血管疾患は 9 件（18.0％）であった。国保加入

中に人工透析導入となった患者数は減少したが、人工透析導入後に国保に加

入される患者が増加したことから、新規患者数も増加した。今後も衛生部門

と連携しながら、市民に対して、慢性腎臓病（CKD）や糖尿病性腎症の対策

を実施し、新規患者数の減少に努めていく。  
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 次に、レセプトが削除となった患者 42 人についても分析した。新規患者

と同様に、男女ともに 60 歳代以降が多い。人工透析導入後に後期高齢者医

療制度等の他保険者に加入し、人工透析を受け続ける人が 24 人（57.1％）

おり、国保加入中に生活習慣病対策を実施し、人工透析の導入に至らないよ

うにしていく必要がある。  
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R3年度受

診者

R3年度未

受診者

R3年度健診受診状況と1人当たり医療費

（万円）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦特定健診受診状況と医療費 

 令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までの「レセプト情報（医科レセプ

ト）」より、平成 29 年度から 5 年間特定健診受診者と 5 年間特定健診未受

診者の医療費、令和 3 年度の特定健診受診者と令和 3 年度の特定健診未受

診者の医療費についてグラフで示した。  

 特定健診を 5 年間受診している人の方が、未受診者よりも 1 人当たりの

医療費が 142,006 円低かった。同様に、令和 3 年度の受診者の方が、未受

診者より 142,713 円低かった。健診の受診が、疾病の予防や早期発見につな

がり、医療費が抑制できること、既に医学的管理下にある人が健診を受診し

ていないことなどが要因として考えられる。  
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 次に、健診対象者 1 人当たりの外来・入院医療費を地区別にグラフ化し

た。外来医療費については、塩瀬地区が最も低く、鳴尾地区が高い。入院医

療費については、北口地区が最も低く、中央地区が高かった。  
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（４）ジェネリック医薬品の使用促進について  

 国は、2023 年度末までにジェネリック医薬品（後発医薬品）の数量シェ

アを全ての都道府県で 80％以上にするという目標を掲げている。  

 現在、西宮市のジェネリック医薬品の数量シェアは、75.7％（令和 4 年

12 月時点）で、昨年度より 0.7 ポイント上昇している。目標達成のため、

引き続き、「医療費のお知らせ」や「西宮市の国民健康保険」にジェネリッ

ク医薬品の品質や使用促進の意義等に関する情報を掲載し、数量シェアの向

上に努める。  
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第 2 章 特定健康診査・特定保健指導の実施状況  

1．特定健康診査の対象者  

 特定健診の対象者は、特定健診の実施年度中に 40 歳～74 歳となる人で、

実施年度中の加入・脱退がない人である。また、介護保険施設等に入所中の

人や長期入院中の人、妊産婦等の厚生労働大臣が定める人も対象外となる。  

 

 

 

 

 

 

2．特定健康診査の受診率  

 特定健診の受診方法には、個別健診（市内の委託医療機関で受診）と集団

健診（検診施設・公民館等で設定された日時に受診）、人間ドック（費用助

成の対象となっているもので、特定健診の検査項目を満たしており、特定健

診の受診者とすることができる）がある。  

 令和 3 年度の特定健診の受診率は 35.4％であり、昨年度より 0.8 ポイン

ト上昇している。実施計画では令和 3 年度の受診率の目標値は 52％であ

り、まだまだ目標値には到達していない。引き続き、未受診者対策を推進し

ていく。  
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3．特定健康診査の実施状況  

（１）性別・年代別の受診状況  

 令和 3 年度の性別・年代別の受診率は全ての年代で受診率が高くなっ

た。男性の受診率は女性より低い傾向は続いている。特に 40 代男性の受診

率が低い。若い世代が受診するように、効果的な受診勧奨方法を実施してい

く。  

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3 年度の特定健診の受診率を県・国と比較した。国の受診率 36.4％

と比較して 1.0％低い。令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響が国

よりも少なかったようで、国の受診率を上回っていた。令和 3 年度は感染

症対策を講じ、受診勧奨した結果、受診率は高くなったが、国には及ばなか

った。県の受診率 33.0％より 2.4 ポイント高く、県より受診率が高い傾向

は続いている。  

 

 

 

 

 

 

 
県の受診率：兵庫県ホームページ、国の受診率： KDB システム（特定健診・特定保健指導実施結果総括表（都道府県別））  
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（２）保健福祉センター別の受診状況  

 保健福祉センター管轄地域別に受診率を比較した。令和 3 年度の男性の

受診率 32.4％より北部の塩瀬・山口地区は高かったが、南部の地区は全て

低かった。  

 令和 3 年度は新型コロナワクチンの関係で、健診会場を変更することも

あったが、予定通り塩瀬地区 6 回、山口地区 5 回の健診を実施できた。令

和 2 年度は塩瀬地区 4 回、山口地区 3 回しか実施できなかったので、実施

回数が増えたことで、男女とも北部地区の受診率は高くなったと考えられ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）健診種別ごとの利用状況  

 令和 3 年度は男女とも全年代で個別健診の利用割合が減少した。集団健

診・人間ドックの利用割合は全年代で、女性より男性の方が高かった。集団

健診や人間ドックは、特定健診以外に同時に受診できる検査項目（がん検診

含む）が多く、また、健診結果が郵送されるので、健診受診日のみ、日時を

調整すればよい。多忙を理由に受診できない男性にとっては、集団健診・人

間ドックの方が利用しやすいのではないかと考えられる。70 歳代女性は 60

歳代女性と比較して、個別健診の利用割合が増加し、人間ドックの利用割合

が減少する傾向が続いている。70 歳以上は、無料で受診できるがん検診が
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あるので、自己負担が生じる人間ドックではなく、無料の特定健診とがん検

診を組み合わせて受診していると考えられる。  

（４）継続受診の状況  

 平成 29～令和 3 年度に継続して国保に加入しており、かつ特定健診の対

象となった 40,081 人について分析した。5 年間受診した人は 8,172 人

（20.4％）、令和 3 年度に初めて受診した人は 1,087 人（2.7％）で昨年度

より 0.1 ポイント減少した。令和 3 年度の受診で 2 回連続受診となった人が

526 人（1.3％）、3 回連続受診となった人が 427 人（1.1％）、4 回連続受

診となった人が 890 人（2.2％）であった。令和 2 年度の新型コロナウイル

ス感染症の影響もあるためか、3 年間受診する人が少ない。 4 年間受診した

人が 3 年間受診した人の約 2 倍であることから、3 年目の健診を受診すれ

ば、健診が習慣化し、4 年目も受診することにつながると思われる。受診歴

に応じた効果的な受診勧奨を行っていく。  
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（５）健診結果の状況  

 令和 3 年度の特定健診の結果を健康分布図に示した。肥満は、BMI が 25

以上、もしくは腹囲が基準値（男性 85 ㎝、女性 90 ㎝）以上の人である。

血圧・血糖・脂質の服薬治療を受けていない人で血圧・血糖・脂質のいずれ

かが受診勧奨判定値の人は高リスク、保健指導判定値の人は低リスクとして

いる。昨年度と比較すると、肥満者の割合は 0.4 ポイント減少し、肥満者・

非肥満者ともに、服薬者と高リスク者の割合が減少した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

非肥満者（64.2％） 肥満者（35.8％）

西宮市特定健診受診者の健康分布

リスクなし  

 

リスクなし  2.6％  

低リスク  

18.1％  

低リスク  10.0％  

高リスク  

29.8％  

高リスク  

23.8％  

服薬者  

41.3％  

服薬者  

63.6％  



39 

 

 BMI が 18.5 未満（やせ）の人の割合を示した。体重減少の要因には、食

欲減退による食事量の減少やサルコペニア（筋力・筋肉量の減少）などがあ

る。女性のやせの割合は、どの年代も昨年度より増加しており、高齢者に対

してはフレイル対策を講じていかなければならない。  
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 「標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30 年度版】」における健診

項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値を参照し、検査結果に応じて、受

診者を振り分けた。  

 受診者のうち、内服中もしくは受診勧奨判定値に該当した人（3 次予防対

象者）は約 8 割近く存在している。3 次予防の割合が高い項目は LDL コレス

テロール（30.2％）、収縮期血圧（22.8％）である。  
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【参考】  

 

厚生労働省  「標準的な健診・保健指導プログラム」  

健診項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値  
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（６）県・国との比較（様式 5-2）  

 年齢調整ツール（地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のた

めの参考データ・ツール集《国立保健医療科学院生涯健康研究部  横山徹

爾》）を使って、令和 3 年度の特定健診の結果を県・国と比較した。標準

化比に＊が付いているものは、有意差があることを示している。  

 摂取エネルギーの過剰を示す BMI・腹囲について、男性は県・国に比べて

BMI が低く、腹囲が高い。女性の BMI・腹囲は、県・国と比べてどちらも低

い。  

 血管を傷つける原因となる血糖については、男女ともに国より有意に高

い。また、血糖値のコントロールの状況を示す HbA1c は男女とも県・国よ

り有意に低い。尿酸については、令和 2 年度の特定健診の結果では、男女

とも県・国より高かったが、令和 3 年度は、男性は県より低くなってお

り、女性は県・国より低く改善傾向が認められた。男性は国と比較して、高

いままではあるが、有意差はなくなっている。  

 動脈硬化要因である LDL コレステロールについては、男女とも国より有

意に高い。腎臓の障害を示すクレアチニンについては、令和 2 年度は有意

差がなかったが、男性は県・国よりも有意に低く、女性も県より低くなって

おり、改善傾向が認められた。しかし、女性の 40～64 歳については、県よ

りも約 1.2 倍悪い状況であり、引き続き、CKD 予防連携事業や生活習慣病重

症化予防事業を推進し、有所見者状況の改善を図っていく。  
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国保データベース（ KDB）の CSV ファイル（厚生労働省様式（様式 5-2）健診有所見者状況（男女別・年代別））より計算  



46 

 

 次に質問票について県・国と比較した。既往歴に関して、男女ともに慢性

腎臓病・腎不全、貧血と言われたことがある人は、県・国と比べて有意に高

かった。喫煙者の割合については、男女とも県・国より低くなっており、改

善傾向が認められた。朝食を週 3 回以上欠食する人の割合は、男女とも県

より高い。朝食欠食の要因は不明であるが、女性については、毎日飲酒する

人の割合が県・国よりも有意に高いこと、2 合以上飲む人が県よりも多いこ

とから、前日の飲酒が無関係とも言い難い。生活習慣の改善に取り組んでい

る人の割合は、男女とも県・国よりも高いので、飲酒を含む食生活のあり方

も改善していけるような取り組みが必要である。  
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（７）県・国との比較（様式 5-2）  小学校区別  

 令和 3 年度の特定健診の有所見者状況について、小学校区ごとに県・国

と比較した。ここでは、有意に高かった項目のみ記載する。カッコ内は該当

校区を管轄する保健福祉センターである。令和 2 年度と結果が同じ項目は

色つきで示している。さらに、3 年連続して該当した項目は太字で示した。  

 摂取エネルギーの過剰を示す BMI については、県・国よりも今津（40～

64 歳女性）が高かった。令和 2 年度には該当地区がなかった中性脂肪につ

いては、男女とも鳴尾東が該当している。ALT については、40～64 歳女性

の今津と西宮浜が高かった。西宮浜（40～64 歳女性）の HDL は、県・国よ

り有意に有所見者割合が高かった。  
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 血管を傷つける血糖については、男女ともに国より有所見者割合が高い校

区が多かった。特に男性の高須（65～74 歳、総数）と女性の小松・春風の

65～74 歳と総数については、3 年連続で国より悪い状況となった。拡張期

血圧については、女性の香櫨園（65～74 歳、総数）が 3 年連続で県・国よ

り高かった。尿酸については、男性の上ヶ原南が 3 年連続で国より悪く、

女性の西宮浜（40～64 歳）・浜脇と段上（65～74 歳、総数）は県・国より

も悪くなっている。動脈硬化要因である LDL については、甲東（65～74 歳

女性）が 3 年連続該当した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
色つき：R2 年度と結果が同じ  

太字：3 年連続して該当  
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 次に、質問項目についても同様に小学校区別に分析した。有意に高い項目

のみ記載し、令和 2 年度の結果と同じ項目は色つきで示している。  

 服薬状況について、高血圧では令和 2 年度に引き続き、高須西（男性）

は県・国よりも割合が高く、樋ノ口（女性）と浜脇（女性）も同様に県より

高かった。糖尿病も、同じく小松（男性）が県・国よりも高かった。国と比

較して、小松（男性）と鳴尾東（男性）は服薬治療をしている割合が高いに

も関わらず、血糖の有所見者状況が国よりも高かった。医師の指示通りに内

服治療を進めていくことや、血糖コントロールが良好となるような食生活・

運動の継続など、効果的な糖尿病治療となる知識の普及などの対策が必要で

ある。  

 既往歴について、慢性腎臓病・腎不全と貧血においては、県・国よりも割

合が高い地区が多い。令和 3 年度の健診結果で、クレアチニン 1.3 以上の人

は 217 人であり、そのうち、慢性腎臓病・腎不全の既往歴がない人が 157

人と 72.4％が今まで、腎臓疾患に関する指摘を受けていなかった。このこ

とからも、CKD 予防連携事業を推進し、早期から腎機能の維持に努め、人工

透析導入に至らないようにしていく必要がある。  

 喫煙については、令和 2 年度と同じく高須（女性）と南甲子園（女性）

が県よりも高かった。  

色つき：R2 年度と結果が同じ   太字：3 年連続して該当  
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 毎日飲酒と飲酒量について、高須西（女性）は令和 2 年度と同じく、毎

日飲酒している人と 1 日飲酒量（2～3 合）の割合が県よりも高かった。ま

た、用海（女性）は毎日飲酒している人と 1 日飲酒量（3 合以上）の割合が

国よりも高かった。ALT の校区別有所見者状況では、どちらの校区も該当し

ていなかった。このことから、肝機能が低下していない為に飲酒し続けられ

るということが考えられる。肝機能は悪化していないが、アルコール依存症

に至ってしまうリスクもあるので、注意が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 色つき：R2 年度と結果が同じ  

太字：3 年連続して該当  
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色つき：R2 年度と結果が同じ   太字：3 年連続して該当  
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4．メタボリックシンドローム該当者・予備群  

（１）メタボリックシンドローム該当者・予備群の発生率  

 令和 3 年度のメタボリックシンドローム該当者・予備群の発生率は

28.9％と、昨年度より 0.1 ポイント減少してはいるが、 5 年前の平成 28 年

度より 3.4 ポイント上昇している。  

 男性の 40 代は約 3 人に 1 人、50～70 代は約 2 人に 1 人の割合でメタボリ

ックシンドローム該当者・予備群が発生している。男性の 60 代以降の発生

率は、ほぼ横ばいであるが、女性は年代があがるにつれて、高くなってい

る。  
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（２）メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率  

 令和 3 年度のメタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率は昨年

度に比べて、0.6 ポイント上昇した。引き続き、減少率が高くなるよう、特

定保健指導等の事業を進めていく。  

5．被保険者管理台帳の分析  

 KDB システムの被保険者管理台帳データ（R5.3.8 時点）から、特定健診

の受診券を 5 年間発券している人のうち、介護保険の認定を受けていない

人と特定健診を 5 年間受けていない人を抽出した。5 年間未受診だった人の

うち、5 年間医療を受けたことがない人、さらに 5 年間歯科の受診歴がない

人を抽出した。  

 国保加入者のうち、介護認定を受けていないのは、96.9％であった。すな

わち、介護認定を受けているのは 3.1％で、今年度 75 歳になる女性の介護

認定率が最も高かった。40～44 歳の男女とも介護認定を受けているものは

いなかった。高齢者では、4.5％が介護認定を受けている。  

 5 年間健診・医療（歯科含む）を受けていない人は全体で 8.4％、高齢者

では 6.9％であり、40～60 代の男性に多く、どの年代も 10％以上となって

いる。健診・医療ともに未受診の場合、対象者の健康状態を把握することが

できないので、健診の受診勧奨を実施し、必要時、医療受診ができるように

努める必要がある。  
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6．特定健診の結果について  

（１）過去の結果との比較  

 質問項目の結果について、5 年間の変化をまとめた。血圧・血糖の服薬者

は減少したが、脂質の服薬者は増加した。血糖値と LDL コレステロールの

有所見者状況が国より有意に高かったことから、糖尿病の治療中断者への受

診勧奨や、LDL コレステロールの精密検査未受診者への受診勧奨を進めてい

く必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に生活習慣を改善しようと思わない人の割合について、わずかではある

が減少傾向である。また、特定保健指導の利用希望者が昨年度と同率であっ

たことから、特定保健指導以外の方法で生活習慣をかえようとしている人が

増えつつあると推測できる。  
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 最後に、平成 29 年度と令和 3 年度のどちらも特定健診を受診した人の結

果を比較した。同じく、令和 2 年度と令和 3 年度についても比較した。  

 平成 29 年度との比較では、40～64 歳は HDL コレステロールが改善傾向

にあった。65～74 歳は拡張期血圧・中性脂肪・HDL コレステロールが改善

傾向にあった。令和 2 年度との比較では、どちらの年代も中性脂肪と HDL

コレステロールが改善していた。加えて、65～74 歳は拡張期血圧も改善し

ていた。  
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※ P(T<=t)両側が 0.05 未満の場合、有意差あり。  

※ P(T<=t)両側の数値に表示されている E は「 E の直前の数値に対して、 10 の -x 乗をかける (x は -

の後ろの数字 )」という意味である。 1.12E-05 の場合、 1.12×10 -05=0.0000112 となり、限りな

く 0 に近い数値となる。  
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（２）喫煙者の推移について  

 喫煙は肺がんや慢性閉塞性肺疾患（COPD）をはじめとするさまざまな疾

患の原因である。肺がんの医療費が高いことからも禁煙は喫緊の課題といえ

る。また、COPD は世界保健機関（WHO）の報告によると、2030 年の死亡

原因の第 3 位と予測されている（WHO WORD HEALTH STATISTICS 2008）に

も関わらず、喫煙が COPD に影響を及ぼすことを知っている西宮市民は平成

28 年度で 53.8％と平成 23 年度の策定時より低くなっている（新・にしの

みや健康づくり 21（第 2 次）西宮市健康増進計画≪中間見直し版≫）。  

 平成 28 年度から喫煙者の割合は緩やかに減少傾向にあったが、令和 2 年

度からは横ばい状態である。令和 2 年度は、女性は県より比べて高い状況

ではあったが、令和 3 年度では、有意に差はないものの県より低くなっ

た。引き続き、喫煙対策と COPD の普及啓発に努めていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立保健医療科学院ホームページの「地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための

参考データ・ツール集」より、「質問票調査の状況」年齢調整ツール Ver.3.6 を用いて算出  
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 平成 28(2016)年度から、西宮市全体と各小学校区の喫煙者の割合を兵庫

県と比較し、有意に高い校区を抽出した。校区名の後ろのカッコ内は管轄す

るセンターである。県と比較すると 65～74 歳の女性について、喫煙者割合

が県より高い校区が多い。特に高須校区は、6 年間高い状況が続いている。

近隣の高須西校区や鳴尾東校区も高い状況であり、喫煙対策を重点的に講じ

ていく必要がある。  
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（３）生活習慣病リスクと医療機関の受診状況  

①高血圧フローチャート 

 令和 3 年度の特定健診受診者のうち、3 疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常

症）の治療歴がない人のうち、Ⅰ度高血圧以上（受診勧奨レベル）の人は

2,292 人であった。高血圧以外の治療を受けている人のうち、Ⅰ度高血圧以

上の人は 680 人であった。高血圧未治療者の 2,972 人に対しては、医療機

関への受診勧奨を行い、重症化予防に努める必要がある。また、高血圧治療

中であるにも関わらず、Ⅰ度高血圧以上の 2,254 人については、医師の指示

内容や服薬状況、家庭血圧等の把握に努め、血圧が適切にコントロールでき

るような対策が必要である。  
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②糖尿病フローチャート 

 令和 3 年度の特定健診受診者のうち、3 疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常

症）の治療歴がない人のうち、HbA1c が 6.5 以上の人は 236 人であった。

糖尿病以外の治療を受けている人のうち、HbA1c が 6.5 以上の人は 311 人

であった。糖尿病未治療者の 547 人に対しては、医療機関への受診勧奨を

行い、重症化予防に努める必要がある。また、糖尿病治療中であるにも関わ

らず、HbA1c が 6.5 以上の 979 人については、医師の指示内容や服薬状況

等の把握に努め、糖尿病の合併症を予防し、糖尿病性腎症による人工透析導

入に至らないような対策が必要である。  
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③脂質異常症フローチャート 

 令和 3 年度の特定健診受診者のうち、3 疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常

症）の治療歴がない人のうち、LDL コレステロールが 140 以上（受診勧奨レ

ベル）の人は 4,354 人であった。脂質異常症以外の治療を受けている人のう

ち、LDL コレステロールが 140 以上の人は 1,171 人であった。脂質異常症未

治療者の 5,525 人に対しては、医療機関への受診勧奨を行い、重症化予防に

努める必要がある。また、脂質異常症治療中であるにも関わらず、LDL コレ

ステロールが 140 以上の 833 人については、医師の指示内容や服薬状況、

家族歴等の把握に努め、LDL コレステロールが適切にコントロールできるよ

うな対策が必要である。  
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（４）CKD(慢性腎臓病 )について  

①CKD 重症度分類 

 特定健診受診者のうち、尿検査と eGFR の結果がある 21,622 人につい

て、下表の CKD にまとめた。重症度分類の色は末期腎不全や死亡等のリス

クが低いものから順に緑、黄、オレンジ、赤となっている。赤色は腎専門医

への受診勧奨レベルであり、該当者は 216 人（1.0％）であった。昨年度よ

り、0.1 ポイント減少しており、わずかな減少ではあるが、「西宮市国民健

康保険 CKD（慢性腎臓病）予防連携事業」や「生活習慣病重症化予防事業」

の効果であると言える。  
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②CKD 重症度分類 経年比較 

 CKD 重症度分類の色別人数を経年比較した結果、下記のようになった。赤

色の人数は減少したが、グラフからは緑色（低リスク）の割合が減少し、黄

色の割合が増加していることが分かる。引き続き、「西宮市国民健康保険

CKD（慢性腎臓病）予防連携事業」や「生活習慣病重症化予防事業」を進め

ていき、低リスクである緑色のステージ分類が増えるように努めていく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③メタボリックシンドロームと CKD 

 次の表は特定健診受診者のうち、メタボリックシンドローム該当者とその

予備群を CKD 重症度分類の eGFR 区分別に示したものである。第 1 期はメ

タボリック該当者が 63.2％、メタボリック予備群該当者が 68.9％とメタボ
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リック予備群該当者の割合の方が高いが、第 2 期以上については、メタボ

リック該当者の割合の方が高い。  

 CKD 患者では、メタボリックシンドロームが死亡、心血管疾患、末期腎不

全の危険因子となる可能性が高いと言われており（エビデンスに基づく CKD

診療ガイドライン 2018、日本腎臓学会）、CKD の進行を遅らせるために

も、生活習慣の改善等に取り組む必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④糖尿病性腎症病期分類 

 糖尿病性腎症は人工透析導入患者の原疾患で最も多い。eGFR が 15ml/分

/1.73 ㎡以下になると、患者の状態によっては、人工透析が必要となる。糖

尿病治療なしの人については、糖尿病について受診勧奨や重症化予防を実施

し、腎機能の低下を進行させないように努める。  
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⑤西宮市国民健康保険慢性腎臓病（CKD）予防連携事業の効果  

 令和 2 年度に個別健診で特定健診を受診した人のうち、CKD 予防連携事

業に該当した人のステージ分類を示した。2,395 人のうち、令和 3 年度に特

定健診を受診した人は 1,706 人で、CKD 予防連携事業に該当した人は、A 基

準（CKD 予防協力医療機関紹介）が 858 人、B 基準（腎専門医紹介）が 6 人

であった。1,706 人のステージ分類をみると、388 人が緑色のステージに改

善した。赤色のステージは、該当者が 5.2％から 4.3％に減少した。ステー

ジ分類が維持もしくは改善した人は 1,572 人（92.1％）であった。  
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 ステージ分類の変化について、グラフに示した。ステージが黄色の人は

25.6％、オレンジの人は 51.8％、赤色の人は 47.3％改善していた。赤色の

ステージであっても改善が認められており、本事業の効果があったと言え

る。  
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 令和 3 年度と令和 2 年度の eGFR の差についてグラフに示した。数値が 0

は変化がないことを、数値がプラスは eGFR が改善したことを、数値がマイ

ナスは eGFR が悪化したことを表している。eGFR が維持できた人は 9.2％、

改善した人は 47.2％、悪化した人は 43.6％であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 3 年度と令和 2 年度の尿蛋白の変化についてグラフに示した。令和 2

年度に尿蛋白（+）であった人のうち、 67.4％が（±）以下になっており、

（2+）であった人のうち、67.5％が（+）以下に、（3+）であった人のう

ち、69.6％が（2+）以下に改善していた。  
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7．特定保健指導実施状況  

（１）特定保健指導の対象者  

 令和 3 年度は令和 2 年度より特定健診受診者数はわずかに減少したが、

特定保健指導対象者は微増となった。生活習慣病にならないように特定保健

指導を実施し、被保険者の健康の保持増進に努める。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）性別・年代別の発生率  

 特定保健指導の対象者を性別・年代別に見ていくと、40・50 代男性の発

生率が高い。  
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 下に性・年代別の受診者数と特定保健指導対象者数（保健指導レベル別）

を棒グラフで示し、年代別の特定保健指導対象者発生率を折れ線グラフで示

した。40・50 代男性は受診者数が少なく、発生率が高い。40・50 代男性の

特定健診未受診者の中に、生活習慣病発症リスクの高い人達が潜在している

と推測される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下の棒グラフは、特定保健指導の選定過程（階層化）において、血圧・脂

質・血糖に関する服薬中のため、特定保健指導の対象外となった人数（服薬

者）と特定保健指導対象者数を示した。折れ線グラフは対象外となった人

（服薬者）の割合を示している。男女とも対象外となった割合は 60 代以降

に高くなっている。特定保健指導対象者の発生率が高い 40・50 代の男性に

特定保健指導を実施し、内服治療に至らないように生活習慣を改善すること

で、生活習慣病予防に努める。  
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（３）特定保健指導の実施状況  

 特定保健指導を利用した人のうち、最終評価まで実施できた人は 963 人

であった。実施率は令和 2 年度より 9.2 ポイント上昇したが、実施計画にお

ける実施率には到達していない。引き続き、特定保健指導の利用勧奨や効果

的な保健指導の工夫に努めていく。  

 

 

 

 

 

 

（４）保健指導レベル別の実施状況  

 特定保健指導を利用率は動機付け支援の方が積極的支援より高い。個別健

診受診者のうち、動機付け支援に該当した人には、結果説明の際に特定保健

指導の初回面接を実施している。動機付け支援対象者 1,684 人の 65.4％

（1,101 人）が個別健診受診者である。動機付け支援の利用率は R2 年度か

ら 5.5 ポイント上昇しており、結果説明と同時実施できることが、利用率向

上につながったと思われる。  
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（５）特定保健指導未利用の要因について  

 特定保健指導の未利用となった要因の割合を見ると、男女ともにどの年代

も 4～5 割は連絡がつながらなかった。男性については、若い世代ほど「自

己管理中」の割合が高いが、逆に女性は低くなっている。また、「その他」

にはコロナ禍による外出控えや、資格喪失などが含まれる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

976 

105

305259

403

90.1

47.5

92.2

42.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

200

400

600

800

1000

積極的支援 動機付け支援

特定保健指導の実施状況と未利用率

利用者 医師が医療優先と判断 未利用等

R2年度 未利用率 R3年度 未利用率

 (％ )  (人 ) 

3.8

6.2

5.8

4.2

7.1

9.6

12.5

15.0

9.6

14.4

10.8

22.5

32.1

21.9

19.2

45.0

40.4

41.8

38.3

13.3

7.1

6.2

13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

特定保健指導 未利用の理由(男性）

多忙・仕事 自己管理中 拒否 医療優先 連絡とれず その他



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．特定保健指導の評価  

（１）生活習慣の改善状況について  

 特定保健指導の評価時に生活習慣改善状況を確認しており、対象者の主観

的ではあるが、「改善した」と回答する人が多かった。特定保健指導を受け

ることで、対象者の意識変容や行動変容が促されたといえる。  
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（２）特定保健指導の効果  

 特定保健指導の効果検証のため、特定健診等データ分析ソフトウェア

Ver2.2（地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考デ

ータ・ツール集《国立保健医療科学院生涯健康研究部  横山徹爾》）を用い

て、令和 2 年度の特定健診受診者で特定保健指導該当者した者を、特定保

健指導利用群と未利用群に分け、それぞれの翌年度の健診結果を分析した。  

 積極的支援においては、有意差が見られたものはなかったが、体重・腹

囲・中性脂肪・HDL コレステロール・GOT(AST)について、わずかではある

が改善傾向が認められた。動機付け支援においては、HDL コレステロールの

改善に有意差が認められた。  
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（３）積極的支援対象者の医療費分析  

 令和 3 年度の特定健診の結果で、積極的支援となった人のうち、特定保

健指導の利用者と未利用者に分けて、医療費を比較した。未利用者の方が利

用者よりも医療費が高い。未利用者のうち、医療優先となった人（医師また

は保健師・栄養士等から受診勧奨をされた人）と医療優先以外の理由（多忙

や連絡がつかない等）で未利用だった人の医療費を比較すると、医療優先以

外の方が医療費は高い。医療優先以外の未利用者の医療費には 200 万円以

上の高額な医療費が含まれていたことから、受診勧奨をし、早期治療につな

げた方が医療費はおさえられると言える。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）メタボリックシンドローム該当者等の減少率  

 メタボリックシンドロームの該当者と予備群の減少率の目標値が 25％以

上（2008 年度比）に設定されている。前年比ではあるが、それぞれの減少

率を示した。前年度よりも少しずつ減少しているので、引き続き、特定保健

指導や重症予防事業等を推進していく。  
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９．厚生労働省様式について（別紙資料  参照）  

（１）様式１－１  

 1 か月 200 万円以上の高額レセプトを分析し、どのような疾患が高額とな

るのかを調べ、医療費適正化のために、対策を優先すべき予防可能な疾患を

検討する。  

 高額レセプトで循環器疾患のうち、高血圧の人は 49.6％ (135 件 )、糖尿病

の人は 28.3％ (77 件 )、脂質異常症の人は 31.6％ (86 件 )、高尿酸血症の人は

4.0％ (11 件 )、腎不全の人は 9.6％ (26 件 )であった。高血圧患者や高血圧の

リスクが高い人が重症化しないように保健指導を実施していく。  

 

（２）様式３－１，７  

①様式３－１ 

 生活習慣病全体のレセプト分析より、男女ともに 50 歳代以降から生活習

慣病患者の割合が 30％以上となっており、年齢が上がるにつれて、その割

合は高くなっている。脂質異常症以外は男性の割合が高い。40～74 歳の総

数における生活習慣病の内訳を見ると、高血圧が 50.9％、脂質異常症が

49.9％、糖尿病が 29.5％の順で多くなっている。  

 

②様式３－７ 

 人工透析のレセプト分析より、人口透析患者数は令和 3 年度が 251 人、

令和 4 年度が 259 人で 8 人増えている。人工透析は高額な医療であるた

め、人工透析の新規導入は医療費の増加につながる。人工透析の導入に至ら

ないように、また、導入開始を少しでも遅らせることができるように CKD

予防連携事業や保健指導を推進していく。  
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（３）様式５－２，３，５  

①様式５－２ 

 有所見者割合を県・国と比較した。男女とも eGFR は県・国よりも悪い。

また、男性の腹囲については、県・国よりも悪い結果となった。  

 

②様式５－３ 

 メタボリックシンドローム該当者・予備群の生活習慣病の重複状況を見る

と、高血圧症に該当している人が多い。様式 1-1 や様式 3-1 より高血圧症の

重症化予防が必要であることが分かる。  

 

③様式５－５ 

 特定健診・特定保健指導の実施状況とレセプトから保健事業の対象者を抽

出するフロー図である。G の 13,427 人は健診・医療ともに未受診であり、

健康状態が把握できていない。健診の受診勧奨を行い、健診結果から健康状

態の把握に努める必要がある。L の 9,703 人は健診・医療ともに受診してい

るが、生活習慣病のコントロール不良の人である。M の 1,480 人は健診を受

診し、特定保健指導には該当しなかったが、医療機関への受診が必要な人で

ある。医療の受診勧奨を実施し、重症化を防ぐ必要がある。  
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第 3 章 特定健診・特定保健指導の目標値と取組み  

１．目標値  

 第 3 期計画における市町村国保の目標は特定健診・特定保健指導ともに

60％、特定保健指導対象者の減少率は 25％（平成 20 年度比）に設定されて

いる。当市においてもこれらの達成に努めることとする。  

 

平成 30 年度から令和 5 年度の西宮市の目標値  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．特定健診・特定保健指導の対象者数  

（１）特定健診の対象者数（推計）  

 特定健診の対象者は実施年度中に 40～74 歳になる者で、実施年度の 4 月

1 日時点で加入しており、実施年度を通じて加入している者である。  
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（２）特定健診の受診者数（推計）  

 特定健診の受診者数は、対象者数（推計）に特定健診の年齢別実施率（目

標値）を乗じたものである。  

 

 

 

 

 

 

 

（３）特定保健指導の対象者数（推計）  

 特定保健指導の対象者は、特定健診の結果から、内臓脂肪蓄積の程度とリ

スク要因数などに応じて選定する。特定保健指導には「積極的支援」と「動

機付け支援」があり、よりリスクの高い方が「積極的支援」である。  
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①動機付け支援 

 

 

 

 

 

 

 

②積極的支援 

 

 

 

 

 

 

 

３．特定健診の実施方法  

（１）目的  

 メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣

病を早期発見し、早期対策に結びつけることを目的としている（厚生労働省

HP e-ヘルスネット［情報提供］より）。  
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（２）実施項目  

①実施項目 

 省令等で定められた基本的な項目に加えて、一定の基準のもとに医師が必

要と認めた場合のみに実施する詳細な健診の項目、西宮市が独自に追加した

項目を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②詳細な健診の項目の実施基準 

 下記の基準に該当し、医師が必要と判断した場合のみ実施する。  
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（３）実施体制  

 特定健診の受診方法には、集団健診・個別健診・人間ドック（特定健診の

項目を含む）があり、通年実施している。  

 集団健診・個別健診の受診者の自己負担額は 0 円で、人間ドック（特定

健診の項目を含む）は受診費用の一部を助成している。助成額は受診するコ

ースによって異なる。  

①集団健診 

 北口保健福祉センター、西宮市医師会診療所、市内の公民館等で実施。実

施日が限られているため、定員を設けており、予約制としている。  

 

 

 

 

 

 

 

②個別健診 

 市内約 240 か所の委託医療機関で実施。予約制としているかどうかにつ

いては、委託医療機関による。  
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③人間ドック（特定健診の項目を含む） 

 市内 5 か所の医療機関や健診施設で実施している人間ドックの受診費用

助成を実施。特定健診の受診と重複しないよう、原則、特定健診の受診券を

回収し、人間ドック受診費用助成券を交付。  

 

 

 

 

 

 

 

（４）周知及び案内方法  

 対象者には、4 月下旬に受診券を個別発送している（前年度の受診時期や

特定保健指導状況により、受診券の発送が 5 月以降になる場合あり）。受

診券を紛失した場合には、再発行できるようにしている。その他、市政ニュ

ースや市のホームページ、医療機関や薬局等に掲示しているポスターでも広

報している。  

 また、受診率向上のため、巡回健診の会場付近在住の被保険者に健診の案

内を送付したり、受診歴等に応じた内容のハガキを送付したり、コールセン

ターから架電したりと受診勧奨に努めている。  

 

（５）特定健診の結果等の通知  

 特定健診の結果票に加えて、生活習慣病に関するリーフレットを配布して

いる。また、受診勧奨値など要精密検査の人には、精密検査依頼書も添付し

ている。  
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４．特定保健指導の実施  

（１）特定保健指導対象者の抽出方法（階層化）  

 特定健診の結果で、以下の条件に該当した人を抽出する。対象者はリスク

状態に応じて積極的支援と動機付け支援に分けられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特定保健指導の実施体制  

 特定保健指導を実施する保健師・管理栄養士は主に衛生部門に配置されて

いる。動機付け支援該当者の特定保健指導の一部は委託しているが、衛生部

門が主体となって実施している。特定保健指導の評価の際には、特定健診の

結果によって、条件に該当した人のうち、希望者に血液検査（空腹時血糖、

中性脂肪、HDL これステロール、LDL コレステロール、血清尿酸、血清クレ

アチニン）を実施している。  
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①衛生部門による特定保健指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②委託による特定保健指導 
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（３）特定保健指導の効果的な取り組み  

 令和 5 年度に目標実施率 60％を達成するためには、効率的かつ効果的な

特定保健指導が必要である。その為には以下の 4 つの点を中心に特定保健

指導の実施体制の整備や保健師・管理栄養士の資質向上をはかる。  

 

 

 

 

 

（４）特定保健指導非該当者への対策  

 特定保健指導に該当しなかった非肥満や内服治療中の人でも、生活習慣病

のリスクや重症化のリスクはある。健康に関する情報を提供するため、特定

健診の結果にリーフレットを添付している。CKD（慢性腎臓病）や脂質異常

症など、毎年、内容を変えている。  

 

５．特定健診未受診者対策  

 特定健診受診率の目標値 60％を達成するために、以下の受診勧奨対策を

実施する。  

（１）文書による受診勧奨  

 受診歴や医療機関の受療歴に応じて、対象者のタイプ別に内容を変更した

ハガキによる受診勧奨を実施。公民館等の巡回健診の予約開始前には、会場

付近の住民に文書による案内を送付。また、職場等で健診を受けていると思

われる人には、職場で受診した健診結果の提供依頼を送付している。  
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（２）電話による受診勧奨  

 6～7 月にかけて、初めて特定健診の対象となった年度年齢 40 歳の人や、

受診歴はあるが、前年度の特定健診は受けていなかった人で電話番号が把握

できている人に対して、電話による受診勧奨を実施。電話がつながらなかっ

た場合、携帯電話番号が把握できている人には SMS による受診勧奨通知も

実施予定。また、任意継続被保険者制度を終了したと思われる 60 代の新規

加入者も受診勧奨の対象者に加える。  

 

（３）その他の方法による受診勧奨  

 特定健診委託医療機関、市内の掲示板や薬局にポスターを掲示。また、ハ

ガキサイズのフライヤーを医療機関や健康づくり応援団に登録している市内

の飲食店に設置している。毎年、デザインを改良し、より多くの人の目にと

まるように工夫している。その他には、がん検診等も含めた健診の案内を市

政ニュースと一緒に全戸配布したり、市のホームページや LINE で発信した

り、市役所待合のモニターで流したりしている。  
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第 4 章 特定健診・特定保健指導の委託について  

１．委託に関する基本的な考え方  

 特定健診に関する目標を達成するためには、対象者が受診しやすい環境等

を整備する必要がある。特定健診・特定保健指導に従事する職員のマンパワ

ーには限りがあるので、効率的に特定健診や特定保健指導を実施するために

は業務の委託が重要となる。特定健診や特定保健指導の質を担保するために

も、委託における基準を設定する。  

 

２．委託基準  

（１）特定健診の委託基準  

①人員に関する基準 

●特定健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に

確保されていること。  

●常勤の管理者 (特定健診を実施する施設において、特定健診に係る業務に

付随する事務の管理を行う者 )が置かれていること。ただし、事務の管理

上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定健診を実施する施設の他

の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職

務に従事することができるものとする。  

 

②施設、設備等に関する基準 

●特定健診を実施するために、12 誘導心電図がとれる心電計を必須とし、

その他必要な施設及び設備等を有していること。  

●検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及

び設備等が確保されていること。  
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●救急時における応急処置のための体制が整っていること。  

●健康増進法 (平成 14 年法律第 103 号 )第 25 条に規定する受動喫煙の防止措

置が講じられていること (医療機関においては、患者の特性に配慮するこ

と。 )。  

 

③精度管理に関する基準 

●特定健診の項目について内部精度管理 (特定健診を行う者が自ら行う精度

管理 )が定期的に行われ、検査値の精度が保証されていること。  

●外部精度管理 (特定健診を行う者以外の者が行う精度管理 )を定期的に受

け、検査値の精度が保証されていること。  

●特定健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられ

るよう必要な体制が整備されていること。  

●検査の全部又は一部を外部に再委託する場合には、再委託を受けた事業者

において内部精度管理や外部精度管理を定期的に実施し、問題点があった

場合に、対応策が講じられるよう適切な管理を行うこと。  

 

④特定健診の結果等の個人情報の取扱いに関する基準 

●特定健診の結果等については、国が設定した電子的標準様式に従って作成

し、電子媒体で保険者に提出すること。提出にあたっては、提出期限まで

に、安全かつ速やかに提出すること。とりまとめ機関は結果等の作成・提

出を代行することができる。  

●結果の通知に関しては、当該受診者における特定健診の結果の経年管理に

資する形式により行われるようにすること。結果票等の作成については、

とりまとめ機関が代行できる。  

●特定健診の結果等を含む個人情報の取扱いについては、「高齢者の医療の

確保に関する法律第 30 条の秘密保持義務」「個人情報保護法等の関係法

令」「個人情報保護に関するガイドラインやガイダンス（「医療・介護関
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係従事者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」など）」

を遵守し、保存及び管理が適切になされていること。  

 

⑤運営等に関する基準 

●特定健診の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健診

を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定健診の受診率を上げるよ

う取り組むこと。  

●保険者の求めに応じ、保険者が特定健診の実施状況を確認する上で必要な

資料の提出等を速やかに行うこと。  

●特定健診の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者

の資質の向上に努めること。  

●特定健診を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有するこ

と。  

●健診業務の一部を再委託する場合には、再委託先にも委託基準を遵守させ

ること。  

●運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該

規程の概要を、保険者及び特定健診の受診者が容易に確認できる方法 (ホ

ームページ上での掲載等 )により、幅広く周知すること。  

  ・事業の目的及び運営の方針  

  ・従業者の職種、員数及び職務の内容  

  ・特定健診の実施日及び実施時間  

  ・特定健診の内容及び価格その他の費用の額  

   （眼底検査を実施できない場合は、眼底検査が実施できる委託先を確

保し、その旨を周知する）  

  ・特定健診の実施地域  

  ・緊急時における対応  

  ・その他運営に関する重要事項  
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●眼底検査を実施できない健診機関は、眼底検査を再委託していることや眼

底検査が必要な場合は再委託先にて検査を受けることを受診者に説明し、

了承を得た上で、特定健診を実施すること。  

●特定健診の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健診の受診者等か

ら求められたときは、これを提示すること。  

●特定健診の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うと

ともに、特定健診を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行

うこと。  

●虚偽又は誇大な広告を行わないこと。  

●特定健診の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を

受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情

を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。  

●従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。  

●健診実施中に生じた事故等に対応できる損害賠償保険等に加入しているこ

と。  

 

（２）特定保健指導の委託基準  

①人員に関する基準 

●特定保健指導の業務を統括する者（特定保健指導を実施する施設におい

て、動機付け支援及び積極的支援の実施その他の特定保健指導に係る業務

全般を統括管理する者）は、常勤の医師、保健師又は管理栄養士であるこ

と。  

●常勤の管理者 (特定保健指導を実施する施設において、特定保健指導に係

る業務に付随する事務の管理を行う者 )置かれていること。ただし、事務

の管理上支障がない場合は、当該常勤の管理者は、特定保健指導を行う施

設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等にお

ける職務に従事することができるものとする。  
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●動機付け支援又は積極的支援において、初回の面接、特定保健指導の対象

者の行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価 (行動計

画の策定の日から３月以上経過後に行う評価 )を行う者は、医師、保健師

又は管理栄養士であること（令和 5 年度末までは、保健指導に関する一

定の実務経験を有する看護師を含む）。  

●積極的支援において、対象者ごとに、特定保健指導支援計画の実施 (特定

保健指導の対象者の特定保健指導支援計画の作成、特定保健指導の対象者

の生活習慣や行動の変化の状況の把握及びその評価、当該評価に基づいた

特定保健指導支援計画の変更等 )について統括的な責任を持つ医師、保健

師又は管理栄養士が決められていること（令和 5 年度末までは、保健指

導に関する一定の実務経験を有する看護師を含む）。  

●動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又

は積極的支援対象者に対する食生活に関する実践的指導は、医師、保健

師、管理栄養士（令和 5 年度末までは、保健指導に関する一定の実務経

験を有する看護師を含む）又は特定健康診査及び特定保健指導の実施に関

する基準第 7 条第 1 項第 2 号及び第 8 条第 1 項第 2 号の規定に基づき厚

生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及

び技術を有すると認められる者 (以下「実践的指導実施者基準」という。 )

第 1 に規定する食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する

と認められる者により提供されること。また、食生活に関する実践的指導

を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食生活の改善指導に関する

専門的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保していること。  

●動機付け支援又は積極的支援のプログラムのうち、動機付け支援対象者又

は積極的支援対象者に対する運動に関する実践的指導は、医師、保健師、

管理栄養士（令和 5 年度末までは、保健指導に関する一定の実務経験を

有する看護師を含む）又は実践的指導実施者基準第 2 に規定する運動指

導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者により提供される

こと。また、運動に関する実践的指導を自ら提供する場合には、運動指導

に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者を必要数確保してい

ること。  
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●動機付け支援又は積極的支援のプログラムの内容に応じて、他の健康増進

施設等と必要な連携を図ること。  

●特定保健指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日

本看護協会、日本栄養士会等が実施する一定の研修を修了していることが

望ましいこと。  

●特定保健指導の対象者が治療中の場合には、統括的な責任を持つ者が必要

に応じて当該対象者の主治医と連携を図ること。  

 

②施設、設備等に関する基準 

●特定保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有している

こと。  

●個別支援を行う際に、対象者のプライバシーが十分に保護される施設及び

設備等が確保されていること。  

●救急時における応急処置のための体制が整っていること。  

●健康増進法第 25 条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること

(医療機関においては、患者の特性に配慮すること。 )。  

 

③特定保健指導の内容に関する基準 

●特定健診及び特定保健指導の実施に関する基準第 7 条第 1 項及び第 8 条

第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定保健指導の実施方法に

準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、特定保健指導の対象

者の特性並びに地域及び職域の特性を考慮したものであること。  

●具体的な動機付け支援又は積極的支援のプログラム (支援のための材料、

学習教材等 )は、保険者に提示され、保険者の了解が得られたものである

こと。  

●最新の知見及び情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよ

う取り組むこと。  
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●委託契約の期間中に、特定保健指導を行った対象者から当該特定保健指導

の内容について相談があった場合は、相談に応じること。  

●特定保健指導の対象者のうち特定保健指導を受けなかった者又は特定保健

指導を中断した者に対しては、特定保健指導の対象者本人の意思に基づい

た適切かつ積極的な対応を図ること。  

 

④特定保健指導の記録等の個人情報の取扱いに関する基準 

●特定保健指導の記録等については、国が設定した電子的標準様式に従って

作成し、電子媒体で保険者に提出すること。電子媒体での提出が困難な場

合は紙媒体による提出も可能とする。媒体に関わらず、提出期限までに、

安全かつ速やかに提出すること。とりまとめ機関は記録等の作成・提出を

代行することができる。  

●特定保健指導の記録等を含む個人情報の取扱いについては、「高齢者の医

療の確保に関する法律第 30 条の秘密保持義務」「個人情報保護法等の関

係法令」「個人情報保護に関するガイドラインやガイダンス（「医療・介

護関係従事者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」な

ど）」を遵守し、保存及び管理が適切になされていること。  

 

⑤運営等に関する基準 

●特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定

保健指導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定保健指導の実施

率を上げるよう取り組むこと。  

●保険者の求めに応じ、保険者が特定保健指導の実施状況を確認する上で必

要な資料の提出等を速やかに行うこと。  

●特定保健指導を行う際に、商品等の勧誘、販売等を行わないこと。また、

特定保健指導を行う地位を利用した不当な推奨、販売 (商品等を特定保健

指導の対象者の誤解を招く方法で勧めること等 )等を行わないこと。  
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●特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施

者の資質の向上に努めること。  

●特定保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有する

こと。  

●保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、再委託先にも委託

基準を遵守させること。  

●運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該

規程の概要を、保険者及び特定保健指導の利用者が容易に確認できる方法

(ホームページ上での掲載等 )により、幅広く周知すること。  

  ・事業の目的及び運営の方針  

  ・統括者の氏名及び職種  

  ・従業者の職種、員数及び職務の内容  

  ・特定保健指導の実施日及び実施時間  

  ・特定保健指導の内容及び価格その他の費用の額  

  ・特定保健指導の実施地域  

  ・緊急時における対応  

  ・その他運営に関する重要事項  

●特定保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、特定保健指導の利用

者等から求められたときは、これを提示すること  

●特定保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行う

とともに、特定保健指導を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管

理を行うこと。  

●虚偽又は誇大な広告を行わないこと。  

●特定保健指導の利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、

苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。  

●従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。  
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●特定保健指導実施中に生じた事故等に対応できる損害賠償保険等に加入し

ていること。  

 

３．委託契約の方法  

 代行機関は利用せず、とりまとめ機関や健診機関と個別契約を締結する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

第 5 章 被保険者の健康課題について  

 

１．健康課題  

（１）特定健診受診率  

①地区別受診率 

 令和 3 年度の巡回健診は、新型コロナワクチンの接種会場の関係で、当

初予定していた会場の変更を余儀なくされたが、令和 2 年度よりも塩瀬地

区・山口地区ともに実施回数を 2 回ずつ増やすことができた。実施回数の

増加により、山口地区の男性の受診率 (33.9％ )が男性の平均受診率 (32.4％ )

を上回った。しかし、山口地区の女性の受診率 (36.5％ )は低迷しており、女

性の平均受診率 (37.7％ )より低いままである。  

 鳴尾地区は、令和 3 年度より胃がん検診も同時受診できるように会場を

変更したが、男性の受診率は改善せず、低いままとなった (31.3％ )。引き続

き、山口地区・鳴尾地区の受診勧奨を実施し、受診率向上を図る。  

 

②性・年代別受診率 

 令和 3 年度は、感染症対策を講じながら、健診を実施したこともあり、

令和 2 年度よりも新型コロナウイルス感染症の影響が少なかった。男女

とも全ての年代で受診率は向上したが、40 代男性の受診率は低いままで

あった (16.3％ )。若い世代（特に男性）への受診勧奨を実施し、受診率向

上を図る。  
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（２）特定保健指導利用率  

 特定保健指導の対象者のうち、未利用者が積極的支援では 92.2％、動機

付け支援では 42.0％であった。医療優先の対象者も含むため、特定保健指

導の利用に至らないケースもあるが、特定保健指導の利用勧奨方法につい

て、実施主体である衛生部門と検討していく。  

 

（３）生活習慣病  

 健診結果より、男女とも国と比較して、 LDL コレステロールが高い人が有

意に多かった。LDL コレステロールは動脈硬化の原因となり、動脈硬化は進

行すると、心血管イベントの発生リスクを高める。したがって、 LDL コレス

テロールへの対策が必要である。  

 

（４）ＣＫＤ（慢性腎臓病）  

 健診結果より国と比較して、有意ではないが、男性の尿酸が高い人が多か

った。高尿酸血症は悪化すると痛風腎を引き起こし、腎機能低下につなが

る。また、県と比較して有意ではないが、40～64 歳の女性のクレアチニン

が高い人が多かった。  

 人工透析の新規レセプト件数は 50 件で、昨年度より増えているが、国保

加入者が人工透析導入に至った件数は 30 件（60.0％）で昨年度より少なか

った。人工透析の削除レセプト件数は 42 件で昨年度より多かった。人工透

析のレセプト件数は 8 件増加しており、昨年度よりも増加件数は多くなっ

た。人工透析にかかる医療費は高額であるため、医療費適正化のためにも、

引き続き、CKD の対策をすすめていく。  
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（５）がん疾患  

 国と比べて、男女ともに直腸がん・膵がんの死亡率が有意に高い。男性は

膵がん、女性は肺がんの死亡率が有意に高い。医療費について、最大医療資

源傷病名（医療資源を投入した病名）を比較するとがんは県・国よりも高

く、年齢調整をした結果についても、肺がんの医療費は高くなっている。  

 西宮市が実施するがん検診について、全てのがん検診の受診率が県・国と

比較して低い。特に肺がん・大腸がん検診の受診率は県・国の 1/2 以下と

なっている。がんによる死亡を防ぎ、医療費の適正化を図るためにも、がん

の早期発見・早期治療につながるよう、がん検診の受診勧奨が必要である。  

 

（６）重複・多剤処方、重複・頻回受診  

 KDB データより、令和 4 年 12 月診療分について、重複処方（同月内に同

一薬を 3 医療機関以上から処方）された人は 25 人、多剤処方（同月内に 15

種類以上処方）された人は 1,082 人であった。重複受診（同月内に 3 医療機

関以上受診）した人は 8,261 人、頻回受診（同月内に同一医療機関への受診

日数が 15 日以上）した人は 141 人であった。重複・多剤処方や重複・頻回

受診が本人への負担になると思われる人は一定数存在しているので、適正服

薬・適正受診を促す取り組みが必要である。  

 

２．目的  

●特定健診の受診率向上  

●特定保健指導の実施率向上  

●生活習慣病有病者割合の減少  

●新規人工透析患者の減少  

●がん検診の受診率向上  

●医療費の削減  
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３．目標  

 短期目標の中間評価（R2 年度末時点）は以下の通りである。  
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21.3%

0.3%

53.7%

7.5%

3.6% 8.3%

2.4%

2.7% 0.1%

0.1%

職場受診

健診結果が恐

い
定期的に通院

無関心・面倒

時間があわな

い
忙しい

調子が悪くなれ

ば受診する
健康に自信有

子育てで忙しい

受診方法がわ

かりにくい

特定健診未受診理由

第 6 章 保健事業の具体的な取組について  

１．特定健診（受診率向上にむけて）  

（１）電話勧奨  

①実施状況 

 
コールセンターによる受診勧奨業務  

令和 3 年度  令和 4 年度  

実
施
内
容 

勧奨方法  電話  

対象者  受診歴がある人、年度年齢 40 歳の人  

対象者数（人）  11,681 10,681 

架電期間  6 月から 7 月中旬  

評
価 

着信者数（人）  6,041 4,911 

着信者のうち、受診者数（人）  1,608 1,227 

着信者の受診率（％）  26.6 25.0 

②未受診理由 

 平成 27 年度の電話勧奨時に、未受診理由のアンケートを実施した。着信

件数 6,520 件のうち、671 件（10.3％）の回答を得た。結果は以下の通りで

ある。  
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4.5%

18.2%

21.1%

32.8%

86.4%

47.7%

46.9%

44.8%

9.1%

11.7%

5.6%

2.3%

3.1%

4.8%

4.5%

18.2%

8.6%

8.0%

3.9%

2.4%

4.5%

4.5%

3.9%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70代

60代

50代

40代

職場受診

健診結果が恐い

定期的に通院

無関心・面倒

時間があわない

忙しい

調子が悪くなれば受診する

健康に自信有

子育てで忙しい

受診方法がわかりにくい

特定健診未受診理由（男性）

11.1%

18.6%

27.1%

87.5%

59.3%

55.1%

51.7%

2.5%

11.1%

8.4%

5.1%

3.6%

5.9%

5.0%

11.1%

10.2%

3.4%

2.5%

1.8%

3.4%

2.5%

7.4%

1.8%

2.5%
0.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70代

60代

50代

40代
職場受診

健診結果が恐い

定期的に通院

無関心・面倒

時間があわない

忙しい

調子が悪くなれば受診する

健康に自信有

子育てで忙しい

受診方法がわかりにくい

特定健診未受診理由（女性）

72.6%

7.5%

6.1%

5.4%

3.5%
1.6%

1.6%
1.6%

西宮市

尼崎市

大阪市

神戸市

宝塚市

芦屋市

三田市

その他

定期的に通院と答えた方の医療受診状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 未受診の理由として最も多かったのが、「定期的に通院（53.7％）」、次

に「職場受診（21.3％）」であった。男女ともに年齢が高い程、「定期的に

通院」と回答した割合が高い。40・50 代の「職場受診」の割合は男性の方

が高い。  

 

 

 

 

 

 

 

 「定期的に通院」と回答した人の医療機関受診状況は 72.6％市内の医療

機関に通院していた。  
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36.2%

25.9%
6.9%

5.2%

6.9%

0.0%

0.0%
19.0%

委託医療機関拡大

夜間・休日健診の拡大

健診環境その他

健診環境無記入

健診項目追加

健診内容その他

健診内容無記入

その他

健診が受けられやすくなる条件

 

 

 

 

 未受診者が考える健診が受けられやすくなる条件については、「医療機関

の拡大（36.2％）」、「夜間・休日健診の拡大（25.9％）」であった。  

 

③今後の取組 

 受診歴が有る人と年度年齢が 40 歳の人（初めて特定健診の対象となった

人）を対象に電話勧奨を実施していたが、今後は 60 代で初めて西宮市国民

健康保険の特定健診の対象となった人（社会保険の任意継続制度を終了した

と思われる人）も電話勧奨の対象とする。また、電話がつながらなかった人

のうち、携帯電話番号が把握できている人には SMS による受診勧奨も実施

する。  

 

（２）文書勧奨  

①実施状況 
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②今後の取組 

 対象者の特性（セグメント別）の受診勧奨では、内容等を見直したこと

で、より効果的な受診勧奨が行えた。また、巡回健診の実施回数が増えたこ

とで、受診勧奨の回数も増え、対象者の受診率も上がった。今後も文書内容

を検討し、より効果的な受診勧奨を実施していく。  

 

（３）地区別勧奨  

①実施状況 

 山口地区の巡回健診は、令和 2 年度は 4 回（新型コロナウイルス感染症

の影響で 1 回中止）、令和 3 年度は 5 回（うち 2 回は日曜日）、令和 4 年

度は 5 回（うち 1 回は日曜日）実施した。令和 3 年度の受診率は、実施回

数が増えたこともあり、男性は 4.8 ポイント増え、女性も 4.4 ポイント増加

した。しかし、女性については他の地区よりも受診率が低いことに変わりは

なく、引き続き、受診勧奨を実施していく。男性については、山口地区の受

診率が向上したことで、鳴尾地区が最も受診率が低い結果となった。今後は

鳴尾地区の受診勧奨にも注力していく。  
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②今後の取組 

 令和 5 年度の山口地区の巡回健診は、令和 4 年度と同数（うち、1 回は日

曜日）実施予定である。鳴尾地区は、がん検診（胃がん検診以外）も実施す

る予定である。がん検診（胃がん検診以外）が同時に受診できるようになっ

たことで受診率向上を図る。巡回健診だけでなく、特定健診関係機関と協議

しながら、実施回数等の検討をしていく。  

 

（４）その他  

①実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の取組 

 事業主健診結果提供依頼の対象者は、前年の収入が一定額以上の人として

いる。令和 4 年度の対象者は令和 3 年の収入を基準に抽出しており、新型

コロナウイルス感染症の影響で収入減となった人が、令和 2 年よりも少な

かったのか、対象者数が増えた。また、健診の受診を控える人も少なくなっ

てきており、受診率は増加した。結果を提供したくれた人のうち、希望者に
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は粗品（マスク）を進呈しているが、今後は提供者数が増えるように粗品の

内容を検討していく。  

 肺がん検診無料クーポン券について、年度年齢が 40 歳の人には希望者全

員に進呈している。41～64 歳の人は希望者の中から抽選としている。肺が

ん検診無料クーポン券が特定健診受診のきっかけになった人は微増してお

り、今後もこの事業について周知していく。  

 

２．特定保健指導（実施率向上にむけて）  

（１）実施状況  

 特定保健指導の未利用者に対して送付するリーフレットを作成し、未利用

者にも生活習慣改善の意識変容を促すようにしている。リーフレットは独自

で作成したものであり、保健衛生部門と定期的に内容を見直している。  

 特定保健指導（動機付け支援）を委託で実施している。個別健診で特定健

診を受診した人は、特定健診委託医療機関で健診結果を手交してもらってお

り、その際に健診結果の説明と初回面接を実施している。人間ドック受診者

（費用助成制度利用者）の特定保健指導（動機付け支援）も受診医療機関で

実施している。  

 令和元年度から個別健診受診者で特定保健指導（動機付け支援）に該当

し、初回面接実施後、評価が終了していない人に対して、コールセンターか

ら利用勧奨を実施している。  

 特定保健指導の未利用の理由や、効果を把握し、効果的な特定保健指導が

実施できるようしている。  

 

（２）今後の取組  

 特定保健指導の効果分析を行い、特定保健指導の周知に努める。保健衛生

部門等の関係機関を連携し、利用勧奨の方法等について検討する。  
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３．生活習慣病重症化予防事業  

 特定健診の結果や医療機関受診状況などから生活習慣病の発症リスクや重

症化リスクが高いと思われる人に対して、保健指導や受診勧奨を実施する

（平成 29 年度から業者委託）。令和 2 年度から糖尿病治療中断者への受診

勧奨、令和 3 年度から喫煙者への禁煙指導を開始した。  

 

（１）実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の取組  

 現行のまま実施する。ただし、糖尿病治療中断者への受診勧奨は、令和 3

年度と同様に実施率が低いので、対象者の抽出方法や実施内容等を検討す

る。事業に使用する資料等については、委託業者と内容を検討し、より効果

的に受診勧奨や保健指導が行えるようにする。  

 

４．ＣＫＤ予防連携事業（糖尿病性腎症重症化予防事業を含む）  

 特定健診の結果から、腎臓障害を示すクレアチニンの有所見者状況が男女

とも県・国より有意に高いことが分かり、平成 27 年度から西宮市医師会と

CKD 重症化予防のための会議を開始した。平成 29 年度 10 月から個別健診
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受診者に対し、「CKD 予防連携事業」を開始した。なお、集団健診受診者に

対しては、平成 26 年度より「精密検査依頼書兼回答書」を発行し、受診勧

奨を実施している。  

 

（１）実施状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の取組  

 現在、B 基準について、紹介された人のうち、医療機関からの返信がなっ

た人については全数把握に努めているが、今後は A 基準についても、レセ

プト確認等で返信がない人の状況確認に努める。  

 ホームページやリーフレットの活用、健康教育の場などで、CKD の普及啓

発に努める。健康教育においては、保健衛生部門と連携しながら実施する。  

 CKD シールを特定健診委託医療機関に配布し、腎機能が低下している人の

お薬手帳に貼り付け、薬剤処方の際に注意を促す。  

 事業開始から 5 年以上経過したので、事業の全体的な評価を行う。事業

の評価においては、西宮市医師会等の関係機関と連携して進めていく。評価

においては、西宮市医師会等の関係機関と連携して進めていく。  
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５．がん対策  

 西宮市は大腸がんによる死亡率が国よりも有意に高く、肺がんの医療費が

高い。大腸がんも肺がんも検診を受けることで早期発見が可能であるため、

がん検診の受診率向上にも努めていく必要がある。  

 令和 2 年度から、特定健診受診者のうち、翌年度に使用できる肺がん検

診無料クーポン券の送付を開始した（条件有）。また、令和 3 年度は山口

地区の特定健診の実施回数を 1 回増やし、がん検診も同時に受診できるよ

うにした。  

 

（１）実施状況  

令和 3 年度  

肺がん検診無料クーポン券送付者数  

33 人  

令和 4 年度  

肺がん検診無料クーポン券使用者数  

25 人  

使用率  75.8％  

 

（２）今後の取組  

 特定健診のみ実施する巡回健診について、今後、がん検診も同時に受診で

きるよう関係部署と調整していく。肺がん検診無料クーポン券については、

希望者が少ないので、広報手段等を検討していく。  

 

６．適正受診・適正服薬等推進事業  

 重複・頻回受診、重複・多剤等の服薬がある被保険者を対象として、より

適正な受診や薬の服用を促進し、被保険者の健康の保持増進と医療費の適正

化を図るため、個別通知や電話勧奨、訪問指導等を行った。  
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（１）実施状況  

①対象者 

 

 

 

 

 

 

 

②実施内容 

 

 

 

 

③評価分析 

 レセプトから、通知前後の受診状況や処方状況等を基に評価を実施する。  
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（２）今後の取組  

 保険者努力支援制度をふまえて、対象者の抽出条件や指導内容等について

検討する。また、医療費等も含めた効果測定を実施していく。  
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第７章 データヘルス計画の推進について  

１．計画の公表及び周知  

 保健事業実施指針の中で、策定したデータヘルス計画を分かりやすい形で

ホームページ等を通して公表することとあり、本計画もホームページにて公

表する。  

 

２．推進体制の整備  

（１）庁内の推進体制  

 保健衛生部門、介護部門、医療保険部門等、関係各課が連携して推進して

いくよう体制を整備する。  

（２）その他の関係機関との連携  

 西宮市医師会、西宮市特定健診委託医療機関、その他の健診機関や医療機

関と連携し、推進していく。  

 

３．個人情報の保護  

 個人情報については「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）」等の個人情報に関する法律やガイドライン等を遵守し、適切に取り

扱う。保健事業を委託する際にも同様に、法律等を遵守し、個人情報の厳重

な管理や目的外使用を禁ずる等について契約書に定めるとともに、委託先の

管理状況を監視していく。  
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４．計画の評価及び見直しについて  

 保健事業実施指針の中で、事業の評価は健康・医療情報を活用し、費用対

効果の観点も考慮しつつ行うとされている。健診結果やレセプト等を活用

し、特定健診の結果や受診率等、生活習慣の状況（食生活・身体活動・喫煙

等）、医療費等を評価指標として事業を評価していく。事業の評価において

は、「ストラクチャー」「プロセス」「アウトプット」「アウトカム」の 4

つの視点で評価する。事業の評価を受けて、計画の評価及び見直しを行う。  
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別添資料  
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特定健診質問項目の推移  
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様式 1-1 200 万円以上となった循環器疾患の高額レセプト一覧  
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厚生労働省様式 3-1 生活習慣病全体のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-2 糖尿病のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-3 高血圧症のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-4 脂質異常症のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-5 虚血性心疾患のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-6 脳血管疾患のレセプト分析  
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厚生労働省様式 3-7 人工透析のレセプト分析（Ｒ4 年 6 月審査分）  
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厚生労働省様式 5-2 健診有所見者状況（性・年代別）  
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厚生労働省様式 5-3 メタボリックシンドローム該当者・予備群  
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厚生労働省様式 5-4 健診受診状況  
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厚生労働省様式 5-5 生活習慣病予防のための健診・保健指導  
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